
■ パブリックコメントや地元説明会等で寄せられた意見の概要及びそれに対する市の

考え方  
 

Ⅰ 高度地区の高さの考え方に係る意見 

 意見の概要 市の考え方（対応） 

１ 
 

今回の高度地区導入の目的・効

果は何ですか。 
 

高さの制限がない場合、既成の低層な住宅地の中に中高層

の建築物が建築されることにより、通風、採光等の面で居

住環境の悪化が予想されます。高度地区で建築物の高さを

制限することにより、居住環境の悪化につながるような建

築物の建築を予め防止し、良好な居住環境を保全・創出す

ることができると考えています。 

２ 高さ制限の基準である１５ｍ、

１８ｍの根拠は何でしょうか。

景観条例指定の際は、卯辰山を

超えないとの根拠があったと思

いますが、住宅地の場合はどう

でしょうか。 

高度地区（案）の作成にあたっては、まず、中心市街地は

定住の促進を図るため、また幹線道路沿線は背後地への騒

音等の遮断や災害時の避難等の役割を考慮し、６階建てを

想定して２０ｍとしました。これは、全国の高度地区導入

都市においても多く指定されている高さです。次に、本市

の都市計画マスタープランの位置づけに基づいて、各地域

の高さを設定しました。中環状道路の内側は、基本的には

一般住宅地と位置づけられており、中心部への定住を図る

コンパクトな都市づくりの観点から、中心市街地より１階

低い５階建てを想定して１８ｍとしました。中環状道路の

外側は低層な住宅地として位置づけられていることから、

４階建てを想定して１５ｍとしました。なお、これらの基

準値は、既に指定されている景観条例による高さ基準との

整合を図っております。 

３ 幹線道路沿線は２０ｍ、中環状

道路の内側が１８ｍとなってい

るが高すぎるのではないか。 

幹線道路（基本的に幅員１６ｍ以上）の沿線については、

背後地への騒音等の遮断や災害時の避難等の役割を考慮

し、また既に中高層の建築物が建築されていることから２

０ｍとしました。また、中環状道路の内側については、都

市計画マスタープランで、基本的に一般住宅地として位置

づけられており、中心部への定住を図るコンパクトな都市

づくりの観点から、１８ｍとしました。 

４ 泉野地区は現在２，３階建ての

低層な住宅地であり高度地区指

定案は、これより高いものであ

り、もっと住民の意見を取り入

れ、区域割りと高さ制限を再考

してください。 

高度地区という制度自体が都市レベルの視点、全市的な住

宅地のあり方の観点から定めるものであり、今回の案は、

都市計画マスタープランの位置づけ等を踏まえ作成したも

のです。なお、地区レベルの高さ制限については、住民の

意見が反映できる地区計画で定めることが適切であると考

えます。 



５ 泉野と寺町の境界で１８ｍと１

５ｍに区分されているがどうし

てか。 

中環状道路の内側ついては、都市計画マスタープランにお

いて、基本的に一般住宅地としての位置づけられているこ

とや、中心部への定住を図るコンパクトな都市づくりの観

点を踏まえ１８ｍとしました。また、寺町地区については、

都市計画マスタープランにおいて旧来からの低層な住宅地

として趣を残している地区として位置づけられていること

から、１５ｍとしました。 

６ 住宅地はほぼ、３，４階建てが

建築物の限界だと思います。そ

こから見ると住宅地に１５ｍは

妥当なのか。また、中環状道路

で高さを区切るのではなく実態

に則して高さを制限すべきでは

ないか。特に泉野地区周辺等を

１８ｍにするのはおかしいと思

う。 

過去の実際に建てられた建築物を調べてみますと、１５ｍ

では基本的には４階建てが限度であり、妥当な高さである

と考えています。また、中環状道路で区切ったのは、高度

地区という制度自体が都市レベルの視点から定めるもので

あること、中心部への定住を図るコンパクトな都市づくり

の観点も踏まえる必要があること、都市計画マスタープラ

ンにおいても、中環状道路の内側は、基本的に一般住宅地

として、中環状道路の外側は低層な住宅地として、それぞ

れ位置づけがなされていることによります。 

７ 金沢の街は江戸時代以来、昔な

がらの街並みが残っている。特

に百万石通り周辺、長町武家屋

敷街及び東西茶屋街については

景観上から中高層の建築物を規

制する必要があると思います。 

ご指摘の地区は全て、既に景観条例で建築物の高さが定め

られております。今回の高度地区（案）では、景観条例で

定められた高さをそのまま都市計画法の高度地区とするも

のであり、より確実に景観の保全育成を図ることとしてお

ります。 

８ 詳細説明資料には、４階建ての

建築物（おおよそ１２ｍ～１４

ｍ）の分布はありましたが１５

ｍ、１８ｍの建築物の分布につ

いて調査されたのでしょうか。 

詳細説明資料は、４階建て以上の建築物をまとめた分布図

です。 

 

Ⅱ 高度地区の特例許可に係る意見 

 意見の概要 市の考え方（対応） 

１ 特例許可が規定されています

が、そもそも高度地区の場合、

特例許可の行政行為自体法的に

あり得るのでしょうか。 

建築基準法第５８条には「高度地区内においては、建築

物の高さは高度地区に関する都市計画において定められた

内容に適合するものでなければならない。」と規定されてお

り、都市計画において許可要件を定めれば対応できると考

えています。なお、他の都市においても同様な措置が設け

られております。 



２ 特例許可の手続きは建築審査会

の議を経ることになっています

が、この場合は都市計画審議会

が相応しいのではないでしょう

か。 

ご指摘のとおり、居住環境の保全等の都市計画的な観点か

ら議論すべきものであり、都市計画審議会での議を経るよ

うに変更したいと考えております。 

３ 現在、高度地区指定案を超える

マンションに住んでいるが、従

前の高さを超えない範囲での建

て替えを認めてもらいたい。 

従前の高さを超えない範囲での建築物の建て替えについて

は、特例許可として対応する予定です。 

４ 従前の高さを超えない範囲での

建て替えを認めると街並みがそ

ろわないのではないか。 

建て替えを認めない場合、建築物が老朽化し、かえって居

住環境が悪化する恐れがあること及び従前からの居住者の

財産権保護の観点から、特例許可として対応する予定です。

５ 特例許可を認めていては、高さ

制限をする意味がないのではな

いか。 

高さ制限を一律かつ厳格に適用すると、既に高さ制限を超

えている建築物の建て替えが進まずに老朽化し、かえって

居住環境が悪化する恐れがあることなど、都市計画上支障

があるため特例許可を設けました。なお、特例許可の適用

にあたっては、周辺市街地の状況等を総合的に判断するた

め、第３者機関である都市計画審議会の議を経ることとし

ております。 

６ 特例許可の公開空地とはどのよ

うなものですか。また、どれく

らい高さが緩和されるのか。 

公開空地とは、敷地内に設けられる空地で誰でも自由な時

間に使える小公園的なもので、市街地環境の向上に寄与し

ます。また、緩和高さについては基準高さの１．５倍迄を

考えています。なお、詳細については技術基準を定める予

定です。 

７ 特例許可で公益上必要な建築物

はどのようなものを想定してい

ますか。 

国及び地方公共団体の建築物並びに学校及び病院等を想定

しています。 

８ 景観区域の特例許可であっても

高度地区規制の特例を審議する

のは景観条例に定める都市景観

審議会でなく、法で定める都市

計画審議会（または建築審査会）

の議を経る必要があるのではな

いでしょうか。 

景観区域の特例許可にあたっては、慎重な審査を期すため、

都市景観審議会及び都市計画審議会の両方の議を経ること

を予定しています。 

 
 



Ⅲ その他高度地区に係る意見 

 意見の概要 市の考え方（対応） 

１ 市の中心部ではバブル期に高層

ビルが建ちドーナツ化現象を起

こし人口が減少しました。今回

の高度地区指定案では、中環状

道路の内側で第２のドーナツ化

現象を起こす恐れがあり、中高

層建築物は禁止の方向で再考し

て下さい。 

中環状道路の内側は、都市計画マスタープランで、基本的

に一般住宅地として位置づけられており、中心部への定住

を図るコンパクトな都市づくりの観点から１８ｍとしまし

た。 

２ 都心軸や商業地域などの中心部

では高度地区の導入により、最

低高さ制限を導入し、土地の高

度利用や景観形成を図るべきで

はないか。 

高度地区の目的は、居住環境の保全・創出の点にあるため、

住居系用途地域を対象として最高高さの制限としました。

都心軸や商業地域などの中心部では様々な用途及び高さの

建築物が立地しており、最低高さ制限にあたっては、いろ

いろな角度からの更なる検討が必要であり、今後の課題と

考えております。 

３ 北陸新幹線の高架の高さは２２

ｍ前後と聞いているが、森本地

区の高さ制限は１５ｍであり、

整合が図られていないのではな

いか。 

高度地区はあくまで建築物の高さを対象としており、工作

物である北陸新幹線の高架は高度地区での高さ制限の対象

とはなりません。 

４ 
 

高度地区で高さ制限をしても、

北側の敷地には日照があたらな

い場合があるので北側の隣地離

隔距離を制限すべきではない

か。 

現在、住居系用途地域では建築物の高さが１０ｍを超える

と、北側の敷地に一定の日照を確保するため、日影制限が

適用されます。このため、一般的には、建築物の高さに応

じて北側の隣地離隔距離が確保されます。 

５ 高度地区の制限はどのような法

令に基づくのか。また、用途地

域の制限だけでよいのではない

か。 

高度地区は、都市計画法に基づく地域地区制度の１つで、

建築物の高さを制限します。用途地域では容積率・建ぺい

率等の制限はありますが、高さ制限はありません。このた

め、高度地区により新たに高さ制限を設けるものです。 

６ 住居系用途地域以外の用途地域

にも高さ制限を導入すべきでは

ないか。 

高度地区の目的は、居住環境の保全・創出の点にあるため、

住居系用途地域を対象としました。住居系以外用途地域で

は様々な用途及び高さの建築物が立地しており、高度地区

導入にあたっては、いろいろな角度からの更なる検討が必

要であり、今後の課題と考えております。 



７ 高度地区の高さ制限に違反する

と罰則等がありますか。 
建築基準法により、高度地区の高さ制限に適合しない建築

計画は、許可されません。また、違反すると同法により是

正命令又は罰則を課すことができます。 

 

Ⅱ 高度地区の施行時期に係る意見 

 意見の概要 市の考え方（対応） 

１ 高度地区はいつから施行する予

定ですか。 
現在のところ平成１７年度当初の施行を予定しています。 

 


